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令和元年第３回南幌町議会臨時会会議録      ５月２０日 

（午前９時３０分） 

議  長 おはようございます。本日をもって召集されました令和元年第３回

南幌町議会臨時会を開会いたします。本日の出席議員数は１１名でご

ざいます。直ちに本日の会議を開きます。 

本臨時会の議事日程は、あらかじめお手元に配布したとおりでござ

います。 

●日程１ 会議録署名議員の指名を行います。 

指名につきましては、会議規則第１２５条の規定により議長におい

て指名をいたします。 

１番 内田 惠子議員。２番 佐藤 妙子議員。以上、御両名を指

名いたします。 

●日程２ 会期の決定をいたします。 

お諮りいたします。本臨時会の会期は５月２０日、本日１日限りと

いたしたいと思いますが御異議ありませんか。 

（なしの声。） 

御異議なしと認めます。よって本臨時会は５月２０日、本日１日限

りといたします。 

●日程３ 諸般報告をいたします。 

・１番目 会務報告は、お手元に配布したとおりでございます。 

これをもちまして報告済みといたします。 

・２番目 例月出納検査結果報告は、監査委員より平成３１年２月

分及び３月分の例月出納検査の検査結果の報告がありました。その内

容については、お手元に配布したとおりでございます。これをもちま

して報告済みといたします。 

●日程４ 議案第２８号 専決処分の承認を求めることについて

（平成３０年度南幌町一般会計補正予算（第８号））を議題といたしま

す。 

理事者より提案理由の説明を求めます。町長。 

町  長 ただいま上程をいただきました議案第２８号 専決処分の承認を求

めることにつきましては、平成３０年度南幌町一般会計補正予算（第

８号）であり、歳入では地方消費税交付金、特別交付税、国庫支出金

等の最終確定に伴う精査、歳出は子育て世代住宅建築費助成事業、保

育所運営補助事業等の減額が主な理由です。その結果、既定の歳入歳

出予算の総額から歳入歳出それぞれ１，２０５万６，０００円を減額

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５５億４，５２５万２，

０００円とするものです。詳細につきましては副町長が説明いたしま

すので、御承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

議  長 内容の説明を求めます。副町長。 

副 町 長 それでは、議案第２８号 専決処分書の平成３０年度南幌町一般会

計補正予算（第８号）の説明を行います。初めに歳出から説明いたし

ます。１２ページをごらんください。 

２款総務費１項４目企画振興費、補正額７００万円の減額です。子

育て世代住宅建築費助成事業で、住宅建築費助成金を減額するもので、
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平成３０年度の助成実績は７件、１，３００万円となっています。 

３款民生費１項１目社会福祉総務費、補正額１８５万円の減額です。

社会福祉総務費で、あったか灯油支給事業の確定によるものです。支

給実績は決定件数３２５件、支給総額は３２５万円となったところで

す。 

次に、２項３目保育所費、補正額３２０万６，０００円の減額です。

保育所等運営補助事業で、入所児童数の減少により、保育施設等給付

費を減額するものです。次ページにまいります。 

７款土木費２項２目道路維持費、並びに１２款災害復旧費４項１目

学校施設災害復旧費、及び５項１目公共施設公用施設災害復旧費につ

いては、補正額はありません。それぞれ財源内訳を変更するものです。 

歳入の説明を行います。９ページをごらんください。 

２款地方譲与税２項１目自動車重量譲与税、補正額１９７万６，０

００円の減額です。６款地方消費税交付金１項１目地方消費税交付金、

補正額１，３８８万５，０００円の追加です。８款自動車取得税交付

金１項１目自動車取得税交付金、補正額１４２万円の追加です。それ

ぞれ確定によるものです。 

１０款地方交付税１項１目地方交付税、補正額４，５２８万５，０

００円の追加です。特別交付税の確定によるもので、昨年の大雨等災

害復旧対策経費が増額の要因と考えます。これにより特別交付税の交

付総額は３億８，５２８万５，０００円となります。次ページにまい

ります。 

１２款分担金及び負担金２項１目民生費負担金、補正額４万３，０

００円の減額です。３節保育所費負担金で入所児童数の減少による保

育料の減です。 

１４款国庫支出金１項１目民生費国庫負担金、補正額２８８万８，

０００円の追加です。８節児童福祉費国庫負担金で子供のための教育

保育給付費負担金の補助率改定によるものです。 

２項４目土木費国庫補助金、補正額７５６万円の減額です。１節社

会資本整備国庫補助金で交付金の確定によるものです。 

１５款道支出金１項１目民生費道負担金補正額、１８６万１，００

０円の減額です。１０節児童福祉費道負担金で子供のための教育保育

給付費負担金の補助率改定によるものです。次ページにまいります。 

１６款財産収入２項３目出資金返還金、補正額１万５，０００円の

追加です。１節出資金返還金で、町が所有する旧京北町の山林売却に

伴う京北森林組合出資金の返還です。 

１７款寄附金１項１目一般寄附金、補正額９万円の追加です。町の

退職職員３名からの寄附金です。 

１８款繰入金１項１目財政調整基金繰入金、補正額６，４３０万１，

０００円の減額です。最終の財源調整を行うもので、これにより平成

３０年度末基金残高は８億１，３１３万４，０００円となります。 

２０款諸収入５項５目雑入、補正額１０万２，０００円の追加です。

昨年の台風２１号被害による全国町村会建物災害共済金です。 

以上、歳入歳出それぞれ１，２０５万６，０００円を減額し、補正
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後の総額を５５億４，５２５万２，０００円とするものです。以上で、

議案第２８号の説明を終わります。 

議  長 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

（なしの声） 

御質疑ありませんので質疑を終結いたします。 

お諮りいたします。本案につきましてはこの際討論を省略し、直ち

に採決したいと思いますが御異議ありませんか。 

（なしの声） 

それでは採決いたします。 

議案第２８号 専決処分の承認を求めることについて、（平成３０年

度南幌町一般会計補正予算（第８号））は原案のとおり承認することに

御異議ありませんか。 

（なしの声） 

御異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり承認することに

決定をいたしました。 

●日程５ 議案第２９号 専決処分の承認を求めることについて

（町税条例等の一部を改正する条例）を議題といたします。 

理事者より提案理由の説明を求めます。町長。 

町  長 ただいま上程をいただきました議案第２９号 専決処分の承認を求

めることにつきましては、地方税法等の改正に伴い、町税条例等の一

部を改正する必要があるため本案を提案するものです。詳細につきま

しては税務課長が説明いたしますので、御承認賜りますようよろしく

お願い申し上げます。 

議  長 内容の説明を求めます。税務課長。 

税務課長 議案第２９号 専決処分の承認を求めることについて（町税条例等

の一部を改正する条例制定）について御説明いたします。地方税法等

を改正する法律等が３月２９日に公布され、原則として４月１日施行

に伴い、町税条例の一部を改正する条例を３月３１日専決処分として

公布したところであり、本日の議会で報告し、承認を求めるものでご

ざいます。今回の地方税法等の一部改正により、町税条例等の改正を

３条立てとしております。 

第１条による改正は、町税条例の改正で、主な改正点は、個人町民

税の住宅借入金特別控除に係る控除期間の拡充、申告要件の廃止、そ

の他、関係法令の改正に伴う条文規定の整備が含まれた内容でござい

ます。 

第２条による改正は、平成２９年の町税条例等の一部を改正する条

例の改正で、主な改正点は軽自動車税の環境性能割に係る関係法令の

改正に伴う条文規定の整備でございます。 

第３条による改正は、平成３０年の町税条例等の一部を改正する条

例の改正で主な改正点は法人町民税の大法人に対する申告書等の提出

方法の柔軟化、その他、関係法令の改正に伴う条文規定の整備でござ

います。 

それでは、別途配布しました議案第２９号資料、町税条例等の一部

を改正する条例の新旧対照表で御説明いたします。左が改正後の新条
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例、右側が改正前の旧条例であり、アンダーラインを付した箇所が改

正部分でございます。 

第１条による改正でございます。１ページの附則第７条の３の２は

個人の町民税の住宅借入金特別借入金等特別税額控除、いわゆる住宅

ローン控除制度に関する規定で第１項では特別取得をした場合の控除

期間を平成４３年度から平成４５年度までに拡充するものでございま

す。旧条例第２項は住宅借入金特別税額控除に係る申告要件を廃止す

ることに伴い、規定を削除。続いて、２ページの新条例第２項につき

ましては、附項の削除に伴い繰り上げ規定の整備を行うものでござい

ます。 

続いて、第１０条の２は附則第１５条第２項第１号等の条例で定め

る割合に関する規定で、固定資産税の課税標準に係るものですが、法

改正に伴う引用条項及び字句の整備でございます。 

続いて、３ページ、第１０条の３は新築住宅等に対する固定資産税

の税額が減額の規定の適用を受けようとする者がすべき申告に関する

規定で、第６項は幅の広い高規格堤防の整備に伴う建て替え家屋に係

る税額の減額措置の適用を受けようとする者がすべき申告に係る規定

を追加するものでございます。次の第７項から５ページの第１３号に

つきましては項の追加に伴う項の繰り下げ、及び法改正に伴う引用条

項の規定の整備を行うものでございます。 

続きまして、第１６条は軽自動車税の税率の特例に関する規定で第

１項はグリーン化特例について税率を重くする重課を平成３１年度に

限ったものとし、旧条例の第２項から第４項は平成２９年度分の税率

を軽減する経過の規定を削除するものでございます。７ページの第２

項から次ページ、第４項は項の削除に伴う項の繰り上げ、及び法改正

に伴う引用条項等所要の規定の整備を行うものでございます。 

続きまして、第１６条の２は軽自動車税の賦課徴収の特例に関する

規定で、先ほどの第１６条の項を削る改正に伴い、引用項を改めるも

のでございます。 

続きまして、９ページ、第２条による改正で町税条例等の一部を改

正する条例の改正について御説明申します。平成２９年の町税条例の

制定附則改正を改めるものでございます。第１５条の２から次ページ

第１５条の６は条番号を整理するものでございます。第１５条の６第

２項につきましては、軽自動車税の環境性能割の税率の特例に関する

規定で、当分の間の字句を加えるものです。 

第１６条は軽自動車税の種別割の税率の特例に関する規定で、法改

正に伴い字句を改めるものでございます。 

続いて、１１ページ、第３条による改正で町税条例等の一部を改正

する条例の改正について御説明します。平成３０年の改正条例の第１

条でございます。第４８条は法人の町民税の申告納付に関する規定で

法改正に伴い大法人に対する申告書の電子情報処理組織による提出義

務の創設に伴う申告書等の提出方法の柔軟化、及び電気通信回線の故

障、災害、その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困

難であると認められる場合の猶予措置に係る規定。下段、第１３項か
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ら次ページ第１７項までを加え、引用条項等所要の規定の整備を行う

ものでございます。 

次に、附則第１条第４号、１４ページ、第２条第３項は先ほどの第

４８条の項を加える改正に伴い、引用項を改めるものでございます。 

続きまして、１５ページ、改正附則でございます。 

附則第１条は施行期日を規定するものでございます。 

附則第２条は町民税に関する経過措置を規定するものでございま

す。 

附則第３条は固定資産税に関する経過措置を規定するものでござい

ます。 

附則第４条は軽自動車税に関する経過措置を規定するものでござい

ます。以上で、議案第２９号 町税条例等の一部を改正する条例制定

についての説明を終了します。 

議  長 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

（なしの声。） 

御質疑がありませんので質疑を終結いたします。 

お諮りいたします。本案につきましてはこの際討論を省略し、直ち

に採決したいと思いますが、御異議ありませんか。 

（なしの声） 

それでは採決いたします。 

議案第２９号 専決処分の承認を求めることについて（町税条例等

の一部を改正する条例）は、原案のとおり承認することに御異議あり

ませんか。 

（なしの声） 

御異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり承認することに

決定をいたしました。 

●日程６ 議案第３０号 町税条例の一部を改正する条例制定につ

いてを議題といたします。 

理事者より提案理由の説明を求めます。町長。 

町 長 ただいま上程をいただきました議案第３０号 町税条例の一部を改

正する条例制定につきましては、地方税法等の改正に伴い、本案を提

案するものです。詳細につきましては税務課長が説明いたしますので、

よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

議  長 内容の説明を求めます。税務課長。 

税務課長 議案第３０号 町税条例の一部を改正する条例制定について御説明

いたします。このたびの町税条例の一部改正は、３月２９日に公布さ

れた地方税法等の一部改正で、６月１日以後に施行される規定につい

て行うものでございます。地方税法等の一部改正により、町税条例の

改正を施行期日等の関係から３条立てとしております。 

第１条の主な改正は、個人の町民税に係る特例控除額の措置対象を

特例控除対象寄附金とする改正等の規定の整備でございます。 

第２条の主な改正は、個人の町民税に係る申告書記載事項の簡素化

等の規定整備、軽自動車税の環境性能割に係る非課税とする臨時的軽

減、賦課徴収の特例経過の新設に伴う規定の整備でございます。 
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第３条の主な改正は、個人の町民税の非課税の対象に単身児童扶養

者を追加、軽自動車税における令和４年度分及び令和５年度分の経過

の対象を電気軽自動車等に限定する規定の整備でございます。 

それでは、別途配布しました議案第３０号資料、町税条例の一部を

改正する条例の新旧対照表でご説明いたします。左が改正後の新条例、

右が改正前の旧条例であり、アンダーラインを付した箇所が改正部分

でございます。 

第１条の改正でございます。第３４条の７は寄附金税額控除に関す

る規定で、法改正に伴い特例控除額の措置対象を特例控除対象寄附金

と改めるもので、基準に適合するふるさと納税に係るものでございま

す。 

続いて、制定附則２ページの第７条の４は寄附金税額控除における

特例控除額の特例に関する規定で、法改正に伴い引用条項を改めるも

のでございます。第９条及び第９条の２は個人の町民税の寄附金税額

控除に係る申告の特例等に関する規定で、法改正に伴い申告特例の対

象を特例控除対象寄附金とする規定及び字句等の整備でございます。 

続きまして、４ページ、第２条による改正について御説明します。

第３６条の２は、町民税の申告に関する規定で、第７項は法改正に伴

い令和２年１月１日からの申告書記載事項の簡素化に係る規定を追加

するものでございます。第３６条の３の２は個人の町民税に係る給与

所得者の扶養親族等申告書に関する規定で、法改正に伴い単身児童扶

養者に係る扶養親族申告書記載事項を第３号として追加する規定でご

ざいます。 

続いて５ページ、第３６条の３の３は、個人の町民税に係る公的年

金等受給者の扶養親族等申告書に関する規定で、第３６条の３の２と

同様に法改正に伴い、単身児童扶養者に係る扶養親族申告書記載事項

を第３号として追加する規定でございます。第２項から次ページ第４

項は引用条項を改めるものでございます。 

第３６条の４は町民税に係る不申告に関する過料に関する規定で、

法改正に伴う引用条項及び字句の整備等でございます。 

続きまして附則ですが、下段の第１５条の２は、軽自動車税の環境

性能割の非課税に関する規定で、法改正に伴い、令和元年１０月１日

から非課税とする臨時的軽減の規定を追加するものでございます。 

続いて７ページ、附則第１５条の２の２は、軽自動車税の環境性能

割の賦課徴収の特例に関する規定で、法改正に伴う環境性能割につい

て、北海道が賦課徴収を行うこととされ、北海道の指定する環境性能

割と同様の取り扱いとなることが必要なことから、北海道の例による

規定を第２項から第４項として追加するものでございます。 

続きまして、８ページ、第１５条の３及び第１５条の３の２は、軽

自動車税の環境性能割の非課税及び減免の特例に関する規定で、環境

性能割の非課税減免についても北海道が行うことに伴い、規定を整備

するものでございます。 

続いて、下段、第１５条の６は、軽自動車税の環境性能割の税率の

特例に関する規定で、法改正に伴い税率を１％減とする臨時的軽減規
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定を追加するものでございます。 

続いて９ページ、第１６条は、軽自動車税の種別割の税率の特例に

関する規定で、法改正に伴い令和２年度分及び令和３年度分の軽課に

係る規定、第２項から次ページ第４号までを追加するものでございま

す。 

続いて、１１ページ、第１６条の２は、軽自動車税の種別割の賦課

徴収の特例に関する規定で、第１６条の改正に伴い、種別割の判断等

の取り扱いに係る規定を追加するものでございます。 

続きまして１２ページ、第２４条は個人の町民税の非課税の範囲に

関する規定で、法改正に伴い、令和３年度分から非課税の対象に単身

児童扶養者を追加するものでございます。 

続いて、附則ですが、第１６条は軽自動車税の種別割の税率の特例

に関する規定で、法改正に伴い、令和４年度分及び令和５年度分の軽

課の対象を電気軽自動車等に限定する規定を追加するものでございま

す。 

続いて、１３ページ、第１６条の２は、軽自動車税の種別割の賦課

徴収の特例に関する規定で、第１６条の改正に伴い、引用項を改める

ものでございます。 

続きまして、１４ページ、改正附則でございます。 

第１条は施行期日を規定するものでございます。６月１日以後記載

の施行日となります。 

第２条から、１６ページ第４条までは、町民税に関する経過措置を

規定するものでございます。１６ページ下段の第５条及び第６条は軽

自動車税に関する経過措置を規定するものでございます。以上で、議

案第３０号 町税条例の一部を改正する条例制定についての説明を終

了します。 

議  長 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

（なしの声。） 

御質疑がありませんので質疑を終結いたします。 

お諮りいたします。本案につきましてはこの際討論を省略し、直ち

に採決したいと思いますが御異議ありませんか。 

（なしの声） 

それでは採決いたします。議案第３０号 町税条例の一部を改正す

る条例制定については、原案のとおり可決することに御異議ありませ

んか。 

（なしの声） 

御異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決することに

決定をいたしました。 

●日程７ 議案第３１号 南幌町国民健康保険税条例の一部を改正

する条例制定についてを議題といたします。 

理事者より提案理由の説明を求めます。町長。 

町  長 ただいま上程をいただきました議案第３１号 南幌町国民健康保険

税条例の一部を改正する条例制定につきましては、国民健康保険税の

算定における資産割の廃止、及び地方税法等の改正に伴い、本案を提
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案するものです。詳細につきましては住民課長が説明いたしますので、

よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

議  長 内容の説明を求めます。住民課長。 

住民課長 それでは、議案第３１号 南幌町国民健康保険税条例の一部を改正

する条例につきまして御説明を申し上げます。 

今回の改正の主な内容を申し上げます。１点目は、国民健康保険税

の賦課方式の見直しでございます。現行の賦課方式につきましては、

所得割、資産割、均等割、平等割で構成される４方式ですが、このう

ちの資産割を廃止し、北海道で示した標準的な賦課方式である３方式

とするものでございます。 

２点目は、地方税法の改正に伴う国民健康保険税課税限度額の見直

しでございます。国民健康保険の被保険者間の公平の確保及び中低所

得層の保険税負担の軽減を図るため、基礎課税分の課税限度額を３万

円引き上げて、合計で上限額現行９３万円を改正後９６万円とするも

のでございます。 

３点目は、国民健康保険税の軽減判定所得基準の改正でございます。

国民健康保険制度では一定の所得以下であると、応益割である均等割

と平等割につきまして、７割、５割、２割の軽減措置を受けられます

が、地方税法の改正に伴い、５割軽減と２割軽減の基準を改め、低所

得者に対する保険税減額の対象世帯を拡大するものでございます。 

それでは、別途配布しました議案第３１号資料 新旧対照表をごら

んください。左側が改正後、右側が改正前でございます。アンダーラ

インの箇所が改正部分でございます。 

１ページでございます。第２条第２項は基礎課税額の規定で、資産

割を廃止し限度額を５８万円から６１万円に改正するものでございま

す。この改正により、基礎課税分の限度額世帯数は８４世帯で、改正

前と比較しまして３世帯の減となっております。次の第３項は後期高

齢者支援金等課税額の規定、次の第４項は介護納付金課税額の規定で、

いずれも資産割の廃止に伴い、文言を削除するものでございます。 

続きまして、第４条は基礎課税額に係る資産割額の規定で資産割の

廃止に伴い、削除するものでございます。次ページにまいります。 

第８条の後期高齢者支援金等課税額に係る資産割額の規定と第１２

条の介護納付金課税額に係る資産割額の規定につきましても、第４条

と同様に、資産割の廃止に伴いまして削除するものでございます。 

続きまして、第２６条は国民健康保険税の減額の規定でございます。

第１項では、第２条と同様に限度額を改めるものでございます。続き

まして、第２号は５割軽減基準の改正でございます。５割軽減の対象

となる世帯の判定所得の算定における被保険者の数に乗ずべき金額

を、現行の２７万５，０００円から２８万円に引き上げるものでござ

います。この改正により、５割軽減の対象世帯数は１７０世帯で、改

正前と比較しまして５世帯の増となっております。次ページにまいり

ます。第３号は２割軽減の基準の改正でございます。２割軽減の対象

となる世帯の判定所得の算定における被保険者の数に乗ずべき金額

を、現行の５０万円から５１万円に引き上げるものでございます。こ
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の改正により２割軽減の対象世帯数は１４０世帯で、改正前と比較し

まして１世帯の増となっております。次ページになります。 

最後に附則でございます。第１項は施行期日の規定です。この条例

は公布の日から施行する。第２項は、国民健康保険税条例の経過措置

を規定するものでございます。以上で、議案第３１号の説明を終わり

ます。 

議  長 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

（なしの声） 

御質疑ありませんので質疑を終結いたします。 

お諮りいたします。本案につきましてはこの際討論を省略し、直ち

に採決したいと思いますが御異議ありませんか。 

（なしの声） 

それでは採決いたします。 

議案第３１号 南幌町国民健康保険税条例の一部を改正する条例制

定については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

（なしの声） 

御異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決することに

決定をいたしました。 

●日程８ 議案第３２号 財産の処分についてを議題といたしま

す。 

理事者より提案理由の説明を求めます。町長。 

町  長 ただいま上程をいただきました議案第３２号 財産の処分につきま

しては、南幌工業団地、工業用地の一部を分譲するため本案を提案す

るものです。詳細につきましては、まちづくり課長が説明いたします

ので、よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 

議  長 内容の説明を求めます。まちづくり課長。 

まちづくり課長 議案第３２号 財産の処分について御説明申し上げます。次ページ

をごらんください。 

１処分の目的、南幌工業団地、工業用地分譲。２処分する財産、別

途配布しております議案第３２号資料の南幌工業団地区画図をごらん

いただきたいと思います。太枠部分の①から③の３筆が分譲予定地で、

所在地は空知郡南幌町７５９番地４０、同じく７５９番地４１、同じ

く７５９番地４２、地目は宅地、面積は算出合計して６万４，０６８．

０１平方メートルでございます。３処分の方法 随意契約によるもの

とし、本件につきましては今月１４日に仮契約を行い、本案議決後の

３０日、本契約の運びとなっております。４処分予定価格は１億７，

０００万円。５契約の相手方は、建設機械、運搬機械などの販売及び

レンタルリース業を行っております、埼玉県草加市弁天５丁目３３番

２５号 日立建機日本株式会社、代表取締役は榎本 一夫氏でござい

ます。事業の予定はスーパーハウス、建設機械などのレンタルリース

業を行うこととなっております。以上で、議案第３２号の説明を終わ

ります。 

議  長 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

（なしの声） 
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御質疑がありませんので質疑を終結いたします。 

お諮りいたします。本案につきましてはこの際討論を省略し、直ち

に採決したいと思いますが御異議ありませんか。 

（なしの声） 

それでは採決いたします。 

議案第３２号 財産の処分については、原案のとおり可決すること

に御異議ありませんか。 

（なしの声） 

御異議なしと認めます。よって本案は原案可決することに決定をい

たしました。 

●日程９ 発議第５号 議員の派遣承認についてを議題といたしま

す。 

局長をして朗読いたさせます。 

局  長 （朗読する。） 

議  長 議員の派遣承認につきましては、ただいま局長朗読のとおりでござ

います。原案の通り承認することに御異議ありませんか。 

（なしの声） 

御異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり承認することに

決定をいたしました。 

 ●日程１０ 発議第６号 議員の派遣承認についてを議題といたし

ます。局長をして朗読いたさせます。 

局  長 （朗読する。） 

議  長 議員の派遣承認につきましては、ただいま局長朗読のとおりでござ

います。原案のとおり承認することに御異議ありませんか。 

（なしの声） 

御異議なしと認めます。よって本案は、提案のとおり承認すること

に決定をいたしました。 

●日程１１ 発議第７号 総務常任委員会、産業経済常任委員会、

議会運営委員会所管事務調査についてを議題といたします。 

３委員会の所管事務調査につきましては、承認案件でございます。

提案のとおり承認することに御異議ありませんか。 

（なしの声） 

御異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり承認することに

決定をいたしました。 

以上で、本臨時会に提案されました全ての議案審議が終了いたしま

した。ただいまをもって閉会したいと思いますが御異議ありませんか。 

（なしの声） 

御異議なしと認めます。よって本臨時会はただいまをもって閉会と

いたします。 

ご苦労さまでした。 

 （午前１０時１５分） 

 


